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は
じ
め
に

　

戦
後
処
理
に
お
い
て
、
台
湾
人
は
時
と
し
て
「
日
本
人
」、
時
と

し
て
「
中
国
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
戦
犯
や
漢
奸
の
責
任
を
追
及
さ

れ
た
。
そ
こ
で
は
「
母
国
」
た
る
日
本
、「
祖
国
」
た
る
中
国
双
方
か

ら
何
の
援
助
も
な
く
、
事
実
上
の
棄
民
状
態
で
あ
っ
た
。
中
国
に
お

け
る
戦
後
処
理
の
中
で
、
戦
争
責
任
を
問
う
「
戦
犯
裁
判
」
と
、
売

国
の
罪
を
問
う
「
漢
奸
裁
判
」
が
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
対
象
は
当

然
な
が
ら
前
者
が
日
本
人
で
、
後
者
が
中
国
人
を
想
定
し
た
。
し
か

し
、
中
国
人
に
と
っ
て
台
湾
人
は
「
中
国
人
」
で
あ
り
、
紛
れ
も
な

く
「
漢
奸
」
で
あ
り
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
「
戦
犯
」
で
も
あ
っ
た
。

　
「
戦
犯
」
と
な
っ
た
彼
ら
は
、
そ
の
後
日
本
国
籍
を
一
方
的
に
剥

奪
さ
れ
て
も
な
お
そ
の
「
日
本
人
」
と
し
て
の
責
任
は
負
わ
さ
れ
続

け
、
服
役
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
う
え
、
日
本
に
お
い
て
は
「
第
三
国

人
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
日
本
人
兵
士
や
戦
犯
が
得
ら
れ
た
様
々
な
補

償
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
ま
た
、
中
国
に
お
い
て
も
敵
国
に
与
し
た
兵
士
と
い
う
難
し
い

立
場
に
置
か
れ
た
。

　

戦
犯
と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
台
湾
人
の
「
私
た
ち
は
、
誰
の

た
め
の
戦
犯
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」﹇
福
永2002 : 183

﹈
と
い
う

言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
台
湾
人
は
冷
戦
体
制
形
成
下
の

真
っ
た
だ
中
で
、
国
際
政
治
と
国
家
の
エ
ゴ
に
振
り
回
さ
れ
、
何
処

か
ら
の
庇
護
も
受
け
ら
れ
な
い
棄
民
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
台
湾

棄
て
ら
れ
た
台
湾
人 

　
─
─
台
湾
人
元
軍
人
・
軍
属
及
び
戦
犯
の
釈
放
と
補
償
請
求
を
め
ぐ
っ
て
─
─
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ま
こ
そ
、「
戦
後
」を
問
い
な
お
す
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人
は
「
日
本
人
」「
中
国
人
」「
解
放
国
民
」「
敵
国
民
」「
戦
犯
」「
漢

奸
」「
第
三
国
人
」「
非
日
本
人
」
な
ど
、
当
時
の
状
況
や
そ
れ
ぞ
れ

の
都
合
に
よ
り
様
々
な
身
分
で
扱
わ
れ
た
。
彼
ら
が
戦
時
中
軍
人
・

軍
属
と
し
て
各
地
に
赴
き
、
日
本
の
た
め
に
戦
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
お
り
、
回
想
録
や
先
行
研
究
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
﹇
木

村2001

、
林2000
、
福
永2002

、
浜
崎2000

な
ど
﹈。
台
湾
に
お

い
て
は
主
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
よ
る
各
方
面
か
ら
の
研
究
が
進

み
つ
つ
あ
る
﹇
周1997
、
蔡1997

な
ど
﹈。
し
か
し
、
台
湾
人
戦

犯
の
判
決
後
の
状
況
、
台
湾
人
兵
士
の
補
償
問
題
を
め
ぐ
る
当
時
の

状
況
等
、
文
字
通
り
宙
に
浮
い
た
台
湾
人
の
当
時
の
状
況
に
関
す
る

研
究
は
日
本
、
台
湾
共
に
依
然
と
し
て
あ
ま
り
進
ん
で
い
る
と
は
言

え
な
い
。
補
償
問
題
に
つ
い
て
は
、
回
想
や
補
償
請
求
裁
判
関
係
が

中
心
で
あ
る
﹇
基1986

、
磯
村1981

、
加
藤1979
、
林1988

、
田

中2012

、
内
海2002

﹈。
ま
た
、
拙
稿
﹇
和
田2003
﹈
で
戦
後
処

理
に
お
い
て
台
湾
人
が
時
と
し
て
日
本
政
府
か
ら
「
戦
犯
」（
す
な

わ
ち
日
本
人
）、
時
と
し
て
中
国
政
府
か
ら
「
漢
奸
」（
す
な
わ
ち
中

国
人
）
と
し
て
扱
わ
れ
、
彼
ら
が
日
中
の
は
ざ
ま
で
棄
民
状
態
だ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
、
一
定
程
度
考
察
を
加
え
た
。
し
か
し
、
近
年
公

開
が
進
み
つ
つ
あ
る
国
立
公
文
書
館
の
法
務
省
移
管
分
の
Ｂ
Ｃ
級
戦

犯
裁
判
関
係
、
外
務
省
外
交
史
料
館
、
及
び
台
湾
の
中
央
研
究
院
近

代
史
研
究
所
檔
案
館
の
外
交
檔
案
中
に
、
台
湾
人
戦
犯
を
め
ぐ
る
各

国
や
各
国
間
の
処
理
に
関
す
る
資
料
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
。
本
論
は
そ
う
し
た
新
た
に
収
集
し
た
資
料
を
も
と

に
、
新
た
な
事
実
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で

は
台
湾
人
元
軍
人
・
軍
属
及
び
戦
犯
の
置
か
れ
た
当
時
の
状
況
に
つ

い
て
、
戦
犯
の
釈
放
・
内
地
服
役
問
題
、
台
湾
人
元
軍
人
・
軍
属
の

補
償
問
題
及
び
日
華
平
和
条
約
第
三
条
「
特
別
取
極
」
を
め
ぐ
る
日

台
交
渉
な
ど
か
ら
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

　

本
論
中
、
便
宜
上
遷
台
後
の
中
華
民
国
政
府
を
台
湾
政
府
と
呼
称

す
る
。
本
論
中
の
中
国
語
資
料
は
筆
者
が
日
本
語
訳
し
た
も
の
で
あ

る
。

一
　
台
湾
人
元
軍
人
・
軍
属
及
び
戦
犯
に
つ
い
て

㈠
　
台
湾
人
軍
人
・
軍
属

　

周
知
の
よ
う
に
戦
時
中
多
く
の
台
湾
人
や
朝
鮮
人
が
日
本
軍
の
軍

人
・
軍
属
と
し
て
従
軍
し
て
い
た
。
そ
の
数
台
湾
人
が
二
〇
万
人

強
、
朝
鮮
人
が
二
四
万
人
強
に
上
る
。
そ
し
て
表
１
の
よ
う
に
、
台

湾
人
が
三
万
人
強
、
朝
鮮
人
が
二
万
人
強
の
多
く
の
戦
死
者
を
出
し

た
。
こ
の
数
字
は
厚
生
省
の
資
料
に
よ
っ
て
お
り
、
直
接
台
湾
や
朝

鮮
に
戻
る
ケ
ー
ス
は
含
ま
れ
ず
、
実
数
は
さ
ら
に
多
く
な
る
と
思
わ

れ
る
。

　

四
五
万
人
弱
の
台
湾
人
、
朝
鮮
人
が
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
、
五
万

人
以
上
が
死
亡
し
、
四
〇
万
人
弱
が
復
員
し
た
。
日
本
人
と
し
て
、

日
本
の
た
め
に
従
軍
し
た
彼
ら
自
身
あ
る
い
は
遺
族
に
も
、
当
然
各



表１　旧植民地出身軍人・軍属

徴兵・徴用 復　員 死亡者数 死亡率

朝鮮人軍人
朝鮮人軍属
台湾人軍人
台湾人軍属

11万6294人
12万6047人
8万0433人
12万6750人

11万0116人
11万0043人
7万8287人
9万8590人

6178人
1万6004人

2146人
2万8160人

5.3％
12.7％
2.7％
22.2％

合　計 44万9524人 39万7036人 5万2488人 11.7％

出所：内海［2002: 38］。
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種
恩
給
・
補
償
を
得
る
権
利
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
よ
り
軍
人
恩
給
は
一
律
停

止
さ
れ
、
ま
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
講
和
条
約
発
効
と
同
時
に

日
本
国
籍
を
失
っ
た
台
湾
人
、

朝
鮮
人
は
、
そ
の
後
復
活
し
た

各
種
恩
給
の
対
象
か
ら
外
れ
て

し
ま
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
も
彼

ら
の
「
祖
国
」
は
政
情
不
安
が

続
き
、
帰
国
も
ま
ま
な
ら
ず
、

仕
方
な
く
日
本
に
残
り
、
身
寄

り
も
補
償
も
な
い
苦
し
い
生
活

に
追
い
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
相

次
い
だ
。
さ
ら
に
台
湾
人
の
場

合
、
蔣
介
石
率
い
る
国
民
党
政

権
は
、
戦
時
中
彼
ら
が
戦
っ
た

相
手
に
他
な
ら
ず
、「
漢
奸
」（
売
国
奴
）
と
見
な
さ
れ
た
。
日
本
政

府
の
援
助
は
も
ち
ろ
ん
、
中
華
民
国
政
府
か
ら
の
援
助
あ
る
い
は
中

華
民
国
政
府
を
通
じ
た
日
本
政
府
へ
の
補
償
等
の
要
求
も
、
ほ
と
ん

ど
不
可
能
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
（
詳
細
は
後
述
）。

㈡
　
台
湾
人
戦
犯
の
人
数

　

戦
後
、
日
本
及
び
ア
ジ
ア
各
地
で
連
合
国
に
よ
る
対
日
Ｂ
Ｃ
級
戦

犯
裁
判
が
実
施
さ
れ
た
。
死
刑
九
八
四
人
、
無
期
刑
四
七
五
人
、
有

期
刑
二
九
四
四
人
、
無
罪
一
〇
一
八
人
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の

中
に
は
従
軍
し
た
台
湾
人
と
朝
鮮
人
が
含
ま
れ
た
が
、
そ
の
人
数
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。
台
湾
人
は
死
刑
二
一
人
、
有
期
刑
一
四
七

人
、
獄
死
等
五
人
、
朝
鮮
人
は
死
刑
二
三
人
、
無
期
刑
一
八
人
、
有

期
刑
一
〇
七
人
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
在
一
般
的
に

知
ら
れ
て
い
る
人
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
数
字
は
い
ず
れ

も
厚
生
省
引
揚
援
護
局
法
務
調
査
室
等
が
戦
後
引
揚
者
へ
の
聞
き
取

り
や
、
収
集
し
た
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
を
実
施
し
た
各

国
か
ら
の
通
知
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
数
は
こ

れ
よ
り
も
増
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
中
国
法
廷
の
台
湾
人
戦
犯
数
に
つ
い
て
、
有
罪
判
決
数

は
こ
れ
ま
で
四
一
名
が
定
説
だ
っ
た
。
し
か
し
、
表
２
に
よ
る
と
五

八
名
に
達
す
る
。
国
史
館
（
台
北
）
所
蔵
の
司
法
行
政
部
檔
案
中
の

「
各
審
判
戦
犯
軍
事
法
廷
判
決
台
湾
籍
戦
犯
情
況
表
」
で
は
、
一
九

四
八
年
八
月
七
日
付
で
五
三
名
、
た
だ
し
、
判
決
が
未
決
の
者
が
四

名
、
刑
期
満
了
釈
放
済
み
の
者
は
含
ま
れ
な
い
と
記
載
さ
れ
、
ま

た
、
死
刑
の
欄
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
死
刑
判
決
の
数
が
含
ま
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
同
表
は
現
在
確
認
で
き
る
中
国
側
の
資

料
と
し
て
は
最
も
新
し
い
日
付
の
も
の
で
あ
る
。



表２　中国法廷台湾人有罪判決数

人数
刑期 軍　属 警　察 労働者 商 その他 合計

死　刑
無　期
有　期

 2
 1
14

2
0
6

 0
 0
10

 0
 0
10

 1
 1
11

 5
 2
51

合　計 17 8 10 10 13 58

出所：和田［2003: 81］。

表３　台湾出身戦争犯罪受刑者状況表

刑死者 獄死者 直接本国
送還者

満刑
内還者

巣鴨
移送者 合計

英国
米国（フィリピン）
オランダ
オーストラリア
中国

 6
 1
 2
 7
 6

―
―
―
4
―

 1
―
―
―
35

11
―
 1
41
―

 8
 3
 4
43
―

26
 4
 7
95
41

合　計 22 4 36 53 58 173

出所：国立公文書館［法務11 4A21‒6344］「戦争裁判関係事務資料抜粋そ
の十」所収、厚生省引揚援護局法務調査室「第三国人戦争裁判受刑者状
況一覧表」（1955年６月30日付）。
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表
３
は
厚
生
省
引
揚
援
護
局
法
務
調
査
室
の
ま
と
め
た
表
（
一
九
五

五
年
六
月
三
〇
日
付
）
で
あ
り
、
四
一
名
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
同
表
は
引
揚
援
護
局
で
収
集
、
聞
き
取
り
し
た
各
種
資

料
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
表
の
注
意
書
き
に
は
、「
本
表

の
外
に
な
お
資
料
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
若
干
の
刑
獄
死
者
及

び
直
接
本
国
に
送
還
さ
れ
た
者
（
主
と
し
て
中
国
関
係
）
が
判
明
す

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
る
。
中
国
法
廷
の
台
湾
人
戦
犯
は
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
中
国
本
土
よ
り
台
湾
へ
直
接
送
還
さ
れ
て
お
り
、
日
本
政

府
で
把
握
で
き
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
確
実
な
数
字
で
は
な
い
が
、
裁
い
た
側
の
戦
犯
処
理

を
担
っ
て
い
た
国
防
部
の
資
料
の
信
ぴ
ょ
う
性
は
高
く
、
少
な
く
と

も
六
〇
名
弱
の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
犯
関
係
、
特
に
台
湾
人
戦
犯
、朝
鮮
人
戦
犯
の

場
合
、
日
本
を
経
由
せ
ず
に
復
員
、
帰
国
す
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
、

そ
の
人
数
は
正
確
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
㈢
　「
戦
犯
」
と
し
て
、「
漢
奸
」
と
し
て

　

台
湾
人
戦
犯
の
特
徴
と
し
て
は
、
軍
属
が
多
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
特
に
看
守
、
通
訳
と
し
て
従
軍
し
、
取
り
調
べ
中
の
拷
問

行
為
や
捕
虜
虐
待
の
場
に
居
合
わ
せ
、
顔
が
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多

か
っ
た
。
中
国
法
廷
の
ケ
ー
ス
も
同
様
で
、
看
守
、
通
訳
は
顔
を
合

わ
せ
る
機
会
が
多
く
、
ま
し
て
中
国
人
と
言
葉
が
通
じ
や
す
か
っ
た

台
湾
人
の
場
合
、
名
前
と
顔
が
一
致
し
や
す
い
た
め
、
告
訴
の
対
象

に
な
り
や
す
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
原
告

や
証
人
も
記
憶
に
混
乱
が
見
ら
れ
、
個
人
的
な
思
い
込
み
に
よ
る
誤

認
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
中
国
法
廷
の
台
湾
人
訴

追
の
ケ
ー
ス
で
は
、「
台
湾
人
＝
売
国
奴
」
と
い
う
戦
後
の
漢
奸
追



巣鴨在所者及び
親族、関係者

中央更生
保護審査会

法務省保護局

法務大臣 外務大臣

関係国在日
代表機関

関係国政府保護観察所
保護監督者

勧告
仮出所、赦免、
減刑の申請

図１　巣鴨服役者の仮出所等申請フローチャート

出所：国立公文書館［法務11 4B23‒5873］「戦争裁判参考資料」所収、「平和条約第十一条に
定める赦免、刑の軽減及仮出所の勧告、及決定に関する手続並びに保護監督実施の系統図」。
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及
の
状
況
か
ら
し
て
、
よ
り
先
鋭
化
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
詳
細
は

拙
稿
﹇
和
田2003

﹈
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

連
合
国
の
戦
後
処
理
に
お
い
て
台
湾
人
は
一
律
「
日
本
人
」
と
し

て
扱
わ
れ
、
戦
犯
裁
判
に
お
い
て
訴
追
対
象
に
な
っ
た
台
湾
人
は
日

本
人
と
し
て
戦
争
責
任
を
追
及
さ
れ
た
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て

は
状
況
が
異
な
っ
た
。
当
時
台
湾
は
祖
国
に
「
光
復
」
し
、
台
湾
人

は
「
中
国
人
」
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
台
湾
人

は
日
本
に
「
奴
隷
化
」
さ
れ
た
人
々
と
目
さ
れ
、
日
本
軍
に
協
力
し

た
、
従
軍
し
た
台
湾
人
は
「
漢
奸
」（
売
国
奴
）
扱
い
だ
っ
た
。
漢

奸
粛
清
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
中
国
大
陸
に
お
い
て
、
台
湾
人
は
当
然

の
よ
う
に
漢
奸
裁
判
に
か
け
ら
れ
〉
1
〈

た
。
そ
し
て
一
方
で
戦
犯
裁
判
も

実
施
さ
れ
た
。
当
時
台
湾
人
は
日
本
人
と
し
て
戦
争
責
任
を
追
及
さ

れ
、
中
国
人
と
し
て
売
国
の
罪
を
追
及
さ
れ
る
と
い
う
二
重
の
責
任

を
負
わ
さ
れ
る
状
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　「
誰
の
た
め
の
戦
犯
か
？
」 

　
─
─
台
湾
人
戦
犯
の
内
地
服
役
と
釈
放

㈠
　
戦
犯
の
内
地
服
役
と
釈
放

　

各
地
の
戦
犯
裁
判
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
被
告
は
現
地
で
そ
の
ま

ま
服
役
す
る
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
日
本
（
巣
鴨
拘
置
所
）
に
戻
さ
れ

て
服
役（
内
地
服
役
）す
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
刑
は
満
期
に
な
れ
ば

当
然
現
地
、
あ
る
い

は
巣
鴨
で
釈
放
さ
れ

た
が
、
巣
鴨
で
の
内

地
服
役
後
、
満
期
前

に
釈
放
、
仮
出
所
、

減
刑
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
あ
っ
た
。（
図
１
）

　

日
本
政
府
か
ら
の

「
勧
告
」
に
よ
り
、

関
係
国
政
府
が
は
じ

め
て
検
討
す
る
形
で

あ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
発

効
（
一
九
五
三
年
四

月
二
八
日
）
後
、
日

本
政
府
は
積
極
的
に

各
国
に
「
勧
告
」し
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
第
十
一
条

の
適
用
を
狙
っ
た
。

　

第
十
一
条　

日
本

国
は
、
極
東
国

際
軍
事
裁
判
所



表４　BC級戦犯の内地送還及び釈放状況（1955年７月）

中　国 昭和24年２月内地送還。日華平和条約発効と同時に巣鴨服役91名が全
員仮出所。

フィリピン 昭和28年７月４日キリノ大統領特赦、死刑囚56名が終身刑になり、114

名が内地服役。同年12月28日再度特赦が行われ、全員釈放。

フランス
昭和25年６月内地送還。立太子の際に勧告。昭和28年６月１日、38名
の減刑を許可。うち35名は直ちに出所し、その後１名は満期出所、残
り２名は昭和29年４月赦免許可。

オランダ 昭和25年１月中に内地送還完了。個々のケースごとに「勧告」。ペース
遅い。

アメリカ 個々のケースごと。数が多い。

イギリス 昭和26年中に内地送還完了。個々のケースごとに「勧告」。

オーストラリア 昭和28年８月８日内地送還完了（マヌス島の147名が送還）。個々のケー
スごとに「勧告」。ペース遅い。

出所：［D1-3-0-3］「講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件」第１巻所収、保護局
特別調査課「戦争裁判受刑者の釈放について」（1955年７月８日）。
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並
び
に
日
本
国
内
及
び
国
外
の
他
の
連
合
国
戦
争
犯
罪
法
廷
の

裁
判
を
受
諾
し
、
且
つ
、
日
本
国
で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
日
本
国

民
に
こ
れ
ら
の
法
廷
が
課
し
た
刑
を
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
を
赦
免
し
、
減
刑
し
、
及
び
仮

出
獄
さ
せ
る
権
限
は
、
各
事
件
に
つ
い
て
刑
を
課
し
た
一
又
は

二
以
上
の
政
府
の
決
定
及
び
日
本
国
の
勧
告
に
基
く
場
合
の

外
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
が

刑
を
宣
告
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
権
限
は
、
裁
判
所
に
代

表
者
を
出
し
た
政
府
の
過
半
数
の
決
定
及
び
日
本
国
の
勧
告
に

基
く
場
合
の
外
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
日
本
政
府
の
当
初
の
期
待
と
は
裏
腹
に
、
各
国
の
反
応

は
鈍
く
、
一
九
五
三
年
五
月
一
六
日
付
で
唯
一
ア
メ
リ
カ
が
五
五
名

の
仮
出
所
を
認
め
た
の
み
で
、
一
括
で
の
釈
放
は
実
現
で
き
ず
、

個
々
の
ケ
ー
ス
ご
と
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
〉
2
〈

た
。
そ
の
後
、
個
々

の
ケ
ー
ス
ご
と
に
、
あ
る
い
は
特
赦
の
機
会
を
狙
っ
て
、
各
国
政
府

と
辛
抱
強
く
交
渉
を
重
ね
て
い
っ
た
。
一
九
五
五
年
七
月
当
時
の
状

況
は
表
４
の
通
り
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
国
（
台
湾
政
府
）
に
対
し
て
は
日
華
平
和
条

約
に
よ
っ
て
、
戦
犯
の
管
轄
は
日
本
政
府
に
移
る
と
い
う
事
実
上
の

釈
放
を
勝
ち
取
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
は
特
赦

を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ほ
ぼ
一
括
で
の
釈
放
が
実
現
し
た
。
し
か

し
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
飽

く
ま
で
個
人
あ
る
い
は
事
件
ご
と
で
扱
お
う
と
し
た
た
め
、
非
常
に
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ペ
ー
ス
が
遅
か
っ
た
。

㈡
　
台
湾
人
の
釈
放
問
題

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
後
、
正
式
に
日
本
国
籍
は
喪

失
し
た
た
め
、
台
湾
人
及
び
韓
国
人
戦
犯
の
処
遇
が
問
題
に
な
っ

た
。
服
役
中
の
台
湾
人
及
び
韓
国
人
が
服
役
を
継
続
す
る
責
任
も
な

く
な
っ
た
と
し
て
、
即
時
釈
放
を
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
服
役
中
の
韓
国
人
が
中
心
と
な
っ
て
裁
判

（
人
身
保
護
法
に
よ
る
釈
放
請
求
）
を
起
こ
し
、
最
高
裁
ま
で
至
っ

た
が
、
結
果
は
請
求
棄
却
（
一
九
五
二
年
七
月
二
八
日
）
だ
っ
〉
3
〈
た
。

主
な
理
由
と
し
て
、
⑴
戦
犯
裁
判
に
お
い
て
刑
が
科
せ
ら
れ
た
当
時

日
本
国
民
で
あ
っ
た
、
⑵
拘
禁
さ
れ
て
い
る
当
時
日
本
国
民
で
あ
っ

た
、
こ
と
を
挙
げ
、「
そ
の
後
国
籍
の
喪
失
や
変
更
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
条
約
に
よ
る
日
本
国
の
刑
の
執
行
義
務
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ

な
〉
4
〈

い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、「
国
内
裁
判
所
の
条
約
の
解

釈
は
国
内
法
上
の
効
果
し
か
生
じ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
条
項
の
解

釈
が
直
接
右
契
約
の
内
容
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
右

解
釈
は
必
然
的
に
国
の
対
外
関
係
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

か
か
る
種
類
の
条
約
の
規
定
に
つ
い
て
は
国
内
裁
判
所
が
独
自
の
判

断
を
す
る
の
に
は
適
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
国
内
裁
判
所
も

行
政
部
の
解
釈
を
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
〉
5
〈

る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に

よ
り
台
湾
人
と
韓
国
人
は
、
講
和
条
約
発
効
後
続
々
と
復
活
し
た
元

軍
人
や
遺
族
へ
の
補
償
（
恩
給
法
等
）
で
は
「
第
三
国
人
」
と
さ
れ

排
除
さ
れ
る
一
方
、「
日
本
人
」
と
し
て
戦
争
犯
罪
の
刑
を
服
役
し

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
条
理
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
上
述
の
よ
う
に
釈
放
に
つ
い
て
は
日
本
政
府
か
ら
の
「
勧

告
」
後
に
連
合
国
各
国
の
承
認
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
連
合
国
は
台

湾
人
を
「
敵
国
民
」
と
し
て
扱
い
裁
判
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
た
と
え
最
高
裁
で
請
求
を
認
め
た
と
し
て
も
、
釈
放
に
は
至
ら

な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
最
高
裁
と
し
て
も
当
時
の
講
和
条
約
発

効
直
後
の
日
本
政
府
の
置
か
れ
た
状
況
を
加
味
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
日
本
政
府
は
台
湾
人
や
韓
国
人

戦
犯
の
服
役
を
黙
っ
て
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
他
の
日
本

人
戦
犯
の
釈
放
の
「
勧
告
」
と
同
様
に
、
台
湾
人
・
韓
国
人
戦
犯
の

置
か
れ
た
厳
し
い
状
況
を
訴
え
つ
つ
釈
放
を
要
求
し
続
け
て
い
た
。

例
え
ば
一
九
五
三
年
八
月
二
九
日
付
の
台
湾
人
戦
犯
に
つ
い
て
の
赦

免
勧
告
で
は
、
次
の
よ
う
な
文
面
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　

彼
等
は
講
和
条
約
発
効
に
よ
り
既
に
日
本
国
籍
を
離
脱
し
て

い
る
外
国
人
で
あ
っ
て
、
こ
の
国
籍
変
更
と
い
う
事
実
に
鑑
み

る
と
き
、
彼
ら
を
あ
く
ま
で
日
本
人
戦
争
犯
罪
者
と
同
様
の
拘

禁
を
継
続
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
き
疑
な
き
を
得
ず
、
科
刑

に
対
す
る
重
要
な
る
変
更
を
招
来
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
を
他
の
日
本
人
戦
争
犯
罪
者
と
同
様
に
服
役
せ
し
め
る
こ

と
は
、
日
本
国
と
し
て
真
に
忍
び
難
い
も
の
が
あ
〉
6
〈

る
。

　

台
湾
人
の
釈
放
請
求
に
は
、
台
湾
政
府
か
ら
の
要
求
も
あ
っ
た
。
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特
に
多
く
の
台
湾
人
戦
犯
を
出
し
（
九
五
名
）、
内
地
服
役
も
最
も

遅
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
交
渉
で
は
、
日
中
豪
の
間
で
次
の
よ

う
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
。

　

一
九
五
三
年
九
月
一
〉
7
〈

日
：

　
　
　

中
国
政
府
か
ら
日
本
政
府
へ
、
豪
政
府
に
台
湾
人
戦
犯
の
赦

免
勧
告
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
申
し
入
れ
。
中
国
政
府
と
し
て

は
豪
政
府
に
正
式
に
申
し
入
れ
る
用
意
が
あ
り
、
日
本
側
か
ら

勧
告
す
る
な
ら
ば
、
豪
政
府
が
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
も
中

国
政
府
は
側
面
で
交
渉
を
進
め
る
。

　
　
　

⇒

一
度
勧
告
し
断
ら
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
今
度
は
国
民
政
府

よ
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
へ
申
し
入
れ
す
る
の
が
本
筋
で
あ

る
と
い
う
付
言
あ
り
。（
一
九
五
三
年
九
月
四
日
、
島
）

　

一
九
五
三
年
九
月
一
二
〉
8
〈

日
：

　
　
　

中
国
政
府
か
ら
の
強
い
希
望
も
あ
り
、
日
本
政
府
か
ら
豪
政

府
へ
、三
九
名（
マ
ヌ
ス
島
か
ら
の
巣
鴨
移
管
分
）の
赦
免
勧
告
。

　

一
九
五
三
年
一
二
月
一
六
〉
9
〈

日
：

　
　
　

駐
豪
大
使
（
西
春
彦
）
が
ワ
ッ
ト
次
官
と
会
談
。
岡
崎
勝
彦

外
務
大
臣
へ
報
告
。

　
　
　
「
釈
放
は
困
難
な
の
で
、
台
湾
移
管
を
考
慮
中
。
し
か
し
、

中
国
側
か
ら
は
単
に
台
湾
に
返
せ
と
い
う
だ
け
で
、
台
湾
に
お

け
る
服
役
に
つ
い
て
は
何
ら
申
し
出
が
な
い
」

　

以
上
の
よ
う
に
、
釈
放
の
「
勧
告
」
の
実
現
は
、
日
本
人
、
台
湾

人
に
限
ら
ず
、
非
常
に
困
難
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
連
合
国

は
台
湾
人
を
日
本
人
と
扱
い
続
け
、「
解
放
国
民
」
で
は
な
く
、「
敵

国
民
」
扱
い
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
上
述
の
よ
う
な

台
湾
人
戦
犯
の
釈
放
を
め
ぐ
る
交
渉
内
容
や
当
時
の
台
湾
政
府
の
台

湾
人
に
対
す
る
態
度
（
詳
細
は
後
述
）
か
ら
、
台
湾
政
府
も
こ
う
し

た
台
湾
人
戦
犯
に
対
し
て
、
真
剣
に
釈
放
を
請
求
し
た
と
は
考
え
に

く
い
。
釈
放
の
「
勧
告
」
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
日
本
政
府
が
積
極

的
だ
っ
た
。
日
本
の
国
内
法
で
は
彼
ら
を
釈
放
す
る
術
を
持
た
な

か
っ
た
当
時
、
台
湾
人
戦
犯
を
釈
放
す
る
に
は
「
勧
告
」
し
か
方
法

が
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
勧
告
」
は
、
中
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

一
括
釈
放
を
除
き
、
実
際
に
機
能
し
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
確
認
で

き
て
い
な
い
。
こ
の
「
勧
告
」
に
つ
い
て
、
当
時
戦
犯
関
係
の
資
料

収
集
に
あ
た
っ
て
い
た
豊
田
隈
雄
氏（
当
時
厚
生
省
事
務
官
）が
「
勧

告
」
の
実
現
は
非
常
に
困
難
と
し
て
以
下
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

　

⑴　

日
本
国
に
法
廷
記
録
殆
ど
な
く
事
件
内
容
に
関
し
有
力
な
る

根
拠
を
以
て
減
刑
釈
放
等
の
勧
告
を
行
う
こ
と
は
殆
ど
不
可
能

で
あ
る
。

　

⑵　

假
令
服
役
者
そ
の
他
に
就
き
勧
告
の
資
料
を
求
む
る
も
一
方

的
の
も
の
と
な
り
裁
判
終
了
の
今
日
に
於
て
は
極
め
て
弱
い
も

の
と
な
る
。

　

⑶　

服
役
者
は
裁
判
時
の
弁
護
方
針
に
も
起
因
し
相
被
告
間
の
利

害
関
係
錯
綜
し
あ
る
為
今
更
自
己
の
み
に
有
利
な
勧
告
資
料
を

出
す
こ
と
を
潔
し
と
し
な
〉
10
〈

い
。
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豊
田
氏
は
終
戦
直
後
か
ら
海
軍
全
般
の
戦
犯
裁
判
対
応
の
責
任
者

で
あ
り
、
非
常
に
現
実
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
当
時
「
勧

告
」
に
必
要
な
対
象
者
に
つ
い
て
の
十
分
な
資
料
を
収
集
す
る
こ
と

は
事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
し
て
解
決
策
と
し
て
「
勧
告
」
は
「
個
人
別
、
事
件
別
の
勧
告

に
止
ま
ら
ずclem

ency
な
る
極
め
て
融
通
性
に
富
み
含
み
の
あ
る

広
い
意
味
を
有
す
る
用
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
大
赦
、
特
赦
は
勿

論
、
凡
有
寛
大
な
る
処
理
に
対
す
る
一
般
勧
告
を
も
可
能
に
し
て
居

る
と
判
断
す
〉
11
〈

る
」
と
し
て
、
個
々
の
ケ
ー
ス
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス

や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
狙
う
べ
き
と
進
言
し
て
い
る
。

　
「
勧
告
」
は
果
た
し
て
ど
の
程
度
功
を
奏
し
た
の
か
、
卑
見
の
限

り
で
は
、
勧
告
に
よ
っ
て
動
く
と
い
う
よ
り
は
、
連
合
国
側
の
政
治

判
断
に
よ
る
も
の
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
　
台
湾
人
元
軍
人
・
軍
属 

及
び
戦
犯
に
対
す
る
補
償

㈠
　
外
さ
れ
た
補
償

　

一
九
四
六
年
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
に
よ
り
軍
人
恩
給
は
停
止
さ
れ
た
が

（
重
傷
者
に
係
る
傷
病
恩
給
を
除
く
）、
講
和
条
約
発
効
後
復
活
し
、

さ
ら
に
そ
の
範
囲
は
少
し
ず
つ
拡
大
さ
れ
た
。
一
九
五
二
年
四
月
二

八
日
講
和
条
約
が
発
効
し
て
間
も
な
く
、
四
月
三
〇
日
に
は
「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
〉
12
〈
法
」（
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
弔
慰
金

な
ど
）
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
戸
籍
条
〉
13
〈

項
が
含
ま
れ
、
台
湾

人
、
朝
鮮
人
は
排
除
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
五
二
年
八
月
一
日
に

は
、
恩
給
法
が
復
活
し
た
が
（
戦
犯
も
含
む
）、
国
籍
条
項
が
含
ま

れ
、
同
様
に
台
湾
人
、
朝
鮮
人
は
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
。
そ
の
後
も

日
本
人
の
軍
人
や
そ
の
遺
族
た
ち
に
は
様
々
な
形
で
き
め
細
か
く
、

ま
た
手
厚
い
補
償
が
与
え
ら
れ
続
け
て
い
〉
14
〈

る
が
、
そ
れ
に
比
し
て
彼

ら
に
与
え
ら
れ
た
補
償
は
対
象
が
限
定
さ
れ
る
な
ど
、「
慰
藉
」「
弔

慰
」
と
い
う
名
の
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
何

が
対
象
と
な
り
、
な
ら
な
か
っ
た
の
か
以
下
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

戦
後
新
た
に
制
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
に
台
湾
人
や
朝

鮮
人
を
対
象
に
し
た
も
の
以
外
は
全
て
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
。「
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
」「
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
」「
戦
没

者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
」「
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対

す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
」「
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給

付
金
支
給
法
」「
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給

法
」「
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
」「
引
揚
者
等
に
対
す
る
特
別
交
付

金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
た
補
償
が
除
外
さ
れ
る
な
ど
、

対
象
と
さ
れ
る
も
実
質
対
象
外
だ
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
恩
給
法
の
復
活
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
受
給
が
認
め
ら
れ
て
い
た

重
傷
者
対
象
の
傷
病
恩
給
が
対
象
外
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
特
別
未

帰
還
者
給
与
法
」（
一
九
四
八
年
一
二
月
制
定
）
及
び
同
法
廃
止
後



116

制
定
さ
れ
た
「
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
」（
一
九
五
三
年
八

月
）
で
は
、「
第
三
国
人
」
も
援
護
の
対
象
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
対
象
は
日
本
居
住
の
留
守
家
族
の
み
で
、
単
身
者
や
在
外
家
族

は
対
象
外
と
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
以
上
の
よ
う
に
こ
と
ご
と
く
「
第
三
国
人
」
が
対
象
か
ら

外
さ
れ
て
い
く
中
で
、
幾
つ
か
特
例
も
設
け
ら
れ
た
。
上
述
の
「
未

帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
」
で
は
、
留
守
家
族
が
国
外
に
い
る
場

合
、
年
二
回
六
千
円
ず
つ
「
見
舞
金
」
を
支
給
、
ま
た
、
戦
犯
と
し

て
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
施
行
日
か
ら
拘
置
所
等
の
退
所
ま

で
月
二
五
〇
〇
円
の
支
給
、
対
象
者
が
国
外
に
い
る
場
合
、
施
行
日

か
ら
日
本
入
国
ま
で
の
期
間
月
二
五
〇
〇
円
の
支
給
、
た
だ
し
、
上

限
は
三
万
円
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
」（
一

九
五
七
年
五
月
制
定
）
で
は
、
戦
犯
の
引
揚
者
に
限
り
、
日
本
国
籍

を
も
た
な
い
場
合
に
お
い
て
も
対
象
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
施
行
前

に
引
き
揚
げ
た
者
は
、
日
本
に
住
所
が
あ
る
か
、
ま
た
は
居
住
し
て

い
る
者
に
限
定
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
新
た
に
制
定
し
た
も
の
か
ら
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令

で
停
止
さ
れ
て
い
た
恩
給
の
中
で
、
継
続
が
認
め
ら
れ
て
い
た
傷
病

恩
給
ま
で
そ
の
対
象
か
ら
外
し
、
ま
た
一
部
対
象
と
な
っ
た
ケ
ー
ス

も
対
象
者
が
少
数
か
つ
少
額
で
、
日
本
政
府
の
そ
の
徹
底
し
た
「
第

三
国
人
」
除
外
の
方
針
に
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
日
本
政
府
も
当

然
そ
の
不
公
平
か
ら
起
こ
り
得
る
問
題
は
認
識
し
て
お
り
、
上
述
の

台
湾
人
戦
犯
の
赦
免
勧
告
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

彼
等
が
現
在
日
本
国
民
で
な
い
関
係
か
ら
、
日
本
人
戦
争
犯

罪
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
殊
遇
を
享
受
し
得
な
い
不
利
益
を

生
じ
て
い
る
。（
中
略
）
日
本
人
在
所
者
に
与
え
ら
れ
得
る
か

か
る
人
道
上
適
切
な
応
急
便
宜
措
置
も
、
外
国
人
な
る
が
故
に

与
え
ら
れ
ず
、
事
実
上
日
本
人
在
所
者
と
の
間
に
差
別
的
待
遇

の
結
果
を
来
し
、
日
本
人
在
所
者
と
服
役
を
同
じ
く
し
な
が
ら

処
遇
に
お
い
て
公
平
を
失
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
か
か
る

処
遇
上
の
不
均
衡
は
、
外
国
人
た
る
限
り
他
に
も
将
来
当
然
起

る
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
、
従
っ
て
彼
等
の
不
満
を
ま
す
ま
す
増

大
せ
し
め
る
虞
あ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
〉
15
〈
る
。

　

台
湾
人
戦
犯
に
対
す
る
差
別
待
遇
と
そ
の
将
来
的
な
拡
大
、
そ
し

て
そ
れ
に
伴
い
不
満
が
増
大
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
認
識

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
実
際
に
次
の
よ
う
な
状
況
を

引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

㈡
　
巣
鴨
退
所
後
の
生
活
保
障
要
求

　

講
和
条
約
発
効
後
「
第
三
国
人
」
扱
い
に
な
っ
た
彼
ら
に
は
、
釈

放
後
何
ら
補
償
が
な
く
、
当
然
生
活
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
ケ
ー
ス

が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
ま
し
て
当
時
台
湾
も
韓
国
も
政
治
的
に
混

乱
し
て
お
り
、
日
本
国
内
に
身
寄
り
の
な
い
彼
ら
は
仮
出
所
も
ま
ま

な
ら
ず
、
釈
放
さ
れ
て
も
帰
国
も
で
き
ず
、
自
殺
者
を
出
す
ほ
ど
に

生
活
は
困
窮
し
た
。

　
〈
出
所
し
て
日
本
に
居
住
し
て
い
る
者
（
五
〇
名
）
の
生
活
近
〉
16
〈

況
〉
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イ　

月
収
一
万
五
千
円
程
度
、
居
住
所
に
心
配
な
い
者　

二
名

　

ロ　

定
職
を
ゆ
す
る
者
で
月
収
一
万
円
程
度
、
下
宿
し
て
い
る
者　

七
名

　

ハ　

臨
時
雇
で
月
収
八
千
円
程
度
、
賃
間
に
て
自
炊
し
て
い
る
者　

二
一
名

　

ニ　

日
雇
も
し
く
は
内
職
程
度
、
月
収
不
足
、
居
住
所
不
定　

一

五
名

　

ホ　

入
院
患
者
、
肺
結
核
、
精
神
異
常
で
医
療
法
、
健
康
保
護
を

う
け
て
い
る
者　

五
名

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
一
九
五
四
年
七
月｢

第
三
国
人
戦
争
受

刑
者
に
対
す
る
見
舞
金
支
給
要
領｣
に
基
づ
き
、
一
九
五
三
年
以
降

拘
禁
一
年
に
つ
き
一
人
一
万
二
千
円
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
金
額
で
生
活
の
安
定
に
結
び
つ
く
は
ず
も
な

く
、
根
本
的
な
問
題
の
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
台
湾
人
及
び
朝
鮮
人
の
巣
鴨
服
役
者
及
び
日
本
在
住
の

退
所
者
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
「
台
湾
出
身
戦
犯
者
同
志
会
」「
韓
国

出
身
戦
犯
者
同
進
会
」
を
設
立
し
、
出
所
後
の
援
助
（
住
宅
提
供
、

就
職
斡
旋
、
生
活
資
金
の
支
給
か
貸
与
）
を
要
求
し
た
。
し
か
し
日

本
政
府
側
は
こ
れ
に
応
答
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
満
期
に
な
っ
て

も
出
所
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
発
展
し
た
。
こ
れ
に
対
し

巣
鴨
拘
置
所
は
「
出
所
拒
否
に
対
す
る
非
常
措
〉
17
〈

置
」
を
と
り
、
十
隊

（
一
隊
十
名
程
度
）
に
及
ぶ
物
々
し
い
警
備
体
制
を
敷
く
な
ど
、
要

注
意
人
物
扱
い
で
あ
っ
た
。「
何
か
大
き
な
問
題
を
起
こ
し
て
世
論

に
訴
え
る
。
署
名
運
動
で
も
す
る
か
、
関
係
大
臣
に
面
会
を
強
要
す

る
挙
に
出
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
〉
18
〈

か
」
等
の
会
議
記
録
か
ら
も

彼
ら
の
警
戒
ぶ
り
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
記
録
は
部
外
秘
と
さ
れ
、

彼
ら
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、「
大
臣
か
ら
直
接
返
答
を
き
き
た
い
と

の
事
で
あ
る
が
、
役
所
と
言
う
所
は
、
上
級
、
下
級
の
官
庁
関
係
が

あ
る
か
ら
、
回
答
が
な
く
と
も
所
長
の
言
葉
が
回
答
で
あ
〉
19
〈

る
」
と
あ

り
、
握
り
つ
ぶ
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
実
際
、
そ
の
後
一

九
五
五
年
七
月
一
日
に
彼
ら
は
当
時
の
首
相
（
鳩
山
一
郎
）
に
直
接

交
渉
す
る
に
至
り
、
首
相
以
下
大
臣
は
こ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
ら
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
厚
生
省
を
中
心
に
す
ぐ
に
検
討

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
直
接
交
渉
か
ら
一
か
月
も
た
た
な
い
七

月
二
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
彼
ら
は
一
時
居
住
施
〉
20
〈

設
の
用
意
と

「
生
業
資
金
」
一
名
五
万
円
、「
見
舞
金
」
一
名
十
万
円
の
支
給
、
及

び
就
職
の
斡
旋
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
〉
21
〈

た
。
し
か
し
、
依
然
と
し

て
他
の
日
本
人
戦
犯
や
元
軍
人
に
比
べ
る
と
、
そ
の
待
遇
の
差
は
歴

然
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
一
九
五
七
年
一
一
月
に
一
人
五
万
円
の
見
舞
金
、
一
九

五
八
年
一
二
月
に
一
人
十
万
円
の
見
舞
金
、
タ
ク
シ
ー
会
〉
22
〈

社
設
立
援

助
金
が
支
給
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
日
本
政
府
は
彼
ら
か
ら

の
陳
情
を
こ
と
ご
と
く
却
下
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
六
七
年
台

湾
人
よ
り
陳
〉
23
〈

情
（
刑
死
者
一
名
に
つ
き
五
百
万
円
及
び
在
監
日
数
一

日
あ
た
り
五
百
円
の
支
給
を
要
求
）
が
な
さ
れ
る
も
、
一
九
六
三
年

に
も
す
で
に
同
様
の
陳
情
を
受
け
「
再
び
同
様
の
慰
籍
の
措
置
を
講
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ず
る
こ
と
は
必
要
と
は
思
わ
れ
な
〉
24
〈
い
」
と
却
下
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
や
は
り
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
五
八
年
五
月

巣
鴨
の
服
役
者
が
全
員
退
所
し
て
か
ら
、
彼
ら
は
生
活
資
金
と
し
て

の
要
求
で
は
な
く
、「
補
償
」
を
求
め
る
動
き
に
切
り
替
わ
っ
た
こ

と
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
七
年

九
月
に
「
台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等

に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
台
湾
人
に
は
何
も
支
給
さ

れ
な
か
っ
た
。

四
　
無
視
さ
れ
た
台
湾
人

㈠
　
日
華
平
和
条
約
第
三
条
「
特
別
取
極
」
を
め
ぐ
っ
て

　

そ
も
そ
も
台
湾
に
関
す
る
日
中
双
方
の
請
求
権
の
処
理
に
つ
い
て

は
、
日
華
平
和
条
約
（
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
署
名
、
一
九
五
二

年
八
月
五
日
発
効
）
第
三
条
で
「
日
本
国
政
府
と
中
華
民
国
政
府
と

の
間
の
特
別
取
極
の
主
題
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

第
三
条　

日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
財
産
で
台
湾
及
び
澎
湖
諸
島

に
あ
る
も
の
並
び
に
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
請
求
権
（
債
権

を
含
む
。）
で
台
湾
及
び
澎
湖
諸
島
に
お
け
る
中
華
民
国
の
当

局
及
び
そ
の
住
民
に
対
す
る
も
の
の
処
理
並
び
に
日
本
国
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
当
局
及
び
住
民
の
財
産
並
び
に
日
本
国
及
び
そ

の
国
民
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
当
局
及
び
住
民
の
請
求
権
（
債
権

を
含
む
。）
の
処
理
は
、
日
本
国
政
府
と
中
華
民
国
政
府
と
の

間
の
特
別
取
極
の
主
題
と
す
る
。
国
民
及
び
住
民
と
い
う
語

は
、
こ
の
条
約
で
用
い
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
法
人
を
含
む
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
台
湾
人
の
日
本
に
対
す
る
各
種
補
償
問
題
、
日
本

人
の
在
台
湾
財
産
問
題
は
先
送
り
さ
れ
た
。
非
常
に
重
要
な
条
項
で

あ
る
「
特
別
取
極
」
だ
が
、
日
華
平
和
条
約
に
関
す
る
殷
の
先
行
研

究
﹇
殷1996 , 2007

﹈
や
、
資
料
集
﹇
中
華
民
国
外
交
問
題
研
究
会

1995

﹈
等
に
見
る
条
約
交
渉
の
状
況
か
ら
は
、「
特
別
取
極
」
は
特

に
議
論
さ
れ
る
こ
と
な
く
締
結
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
背
後
関
係
は
見

え
て
こ
な
い
。

　

そ
の
後
、
こ
の
特
別
取
極
は
両
国
間
で
締
結
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

一
九
七
二
年
九
月
の
日
中
共
同
声
明
の
調
印
に
よ
り
、
同
条
約
は

「
終
了
」
を
宣
言
さ
れ
た
。
中
国
や
韓
国
と
は
少
な
く
と
も
国
家
間

で
賠
償
等
の
請
求
権
の
解
決
を
含
む
条
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、
台

湾
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ
り
未
処
理
の
ま
ま
文
字
通
り
「
終
了
」
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
状
態
が
現
在
に
至
る
ま
で

続
い
て
い
る
。

　

で
は
、
日
華
平
和
条
約
発
効
か
ら
「
終
了
」
ま
で
両
国
間
で
何
も

動
き
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
七
一
年
七
月
一
九
日
の
鹿
野

彦
吉
衆
議
院
議
員
の
「
台
湾
に
お
け
る
日
本
国
民
の
私
有
財
産
に
関

す
る
質
問
」
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
書
に
次
の
よ
う
な
回
答
が
見
ら

れ
る
。

　

一　

政
府
は
、
昭
和
三
十
年
六
月
七
日
、
在
中
華
民
国
大
使
館
を
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通
じ
、
中
華
民
国
外
交
部
に
対
し
、
口
上
書
を
も
つ
て
、
日
華

平
和
条
約
第
三
条
に
い
う
特
別
取
極
に
関
す
る
交
渉
開
始
方
を

正
式
に
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
中
国
側
の
回
答
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
つ
た
。
よ
つ
て
、
昭
和
三
十
五
年
十
一
月
、
昭
和
三

十
七
年
十
二
月
及
び
昭
和
四
十
年
七
月
、
で
き
る
だ
け
早
い
機

会
に
右
交
渉
を
開
始
し
た
い
旨
督
促
し
て
い
る
が
、
今
日
に
至

る
ま
で
中
国
側
か
ら
何
ら
の
回
答
に
も
接
し
て
い
な
い
。

　

二　

更
に
政
府
は
、
外
務
省
及
び
在
中
華
民
国
大
使
館
を
通
じ

て
、
機
会
あ
る
ご
と
に
、
口
頭
を
も
つ
て
中
国
側
を
督
促
す
る

一
方
、
し
ば
し
ば
中
国
政
府
関
係
者
に
対
し
、
側
面
的
協
力
を

要
請
す
る
等
、
交
渉
開
始
に
つ
き
努
力
し
て
い
る
が
、
中
国
側

は
交
渉
を
開
始
す
る
時
期
に
至
つ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
に

応
じ
て
い
な
〉
25
〈
い
。

　

こ
の
答
弁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
日
本
で
は
一
般
的
に
「
特
別
取

極
」
は
日
本
側
か
ら
再
三
申
し
入
れ
を
し
た
も
の
の
、
台
湾
側
が
応

じ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
側
は
な
ぜ
「
特
別
取
極
」
に
こ
だ
わ
り
、
台
湾
側
は
な
ぜ
回

避
し
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
大
の
要
因
は
日
本
側
の
在
外
資
産
、

す
な
わ
ち
台
湾
に
お
け
る
日
本
国
及
び
日
本
人
の
財
産
の
請
求
に

あ
っ
た
。
日
本
で
は
一
九
四
六
年
九
月
に
は
在
外
財
産
調
査
委
員
会

（
朝
鮮
、
満
州
、
北
支
、
中
南
支
、
台
湾
部
会
）
が
設
置
さ
れ
る
な

ど
、
在
外
資
産
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
一
九
五
三
年
一
月
に
は
引
揚
者
に
よ
り
「
在
外
資
産
補
償

処
理
獲
得
期
成
同
盟
決
起
大
会
」
が
開
か
れ
、
ま
た
引
揚
者
団
体
全

国
連
合
会
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
、
引
揚
者
の
援
護
や
在
外
資
産
の
補

償
に
関
す
る
世
論
の
盛
り
上
が
り
を
受
け
、
政
府
は
在
外
財
産
問
題

調
査
会
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
七
年
五
月
「
引
揚
者
給
付

金
等
支
給
法
」、
一
九
六
七
年
七
月
「
引
揚
者
に
対
す
る
特
別
交
付

金
支
給
法
」
を
制
定
し
た
。

　

上
述
の
答
弁
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
台
湾
政
府
へ
「
特
別
取

極
」
の
交
渉
開
始
の
申
し
入
れ
は
一
九
五
五
年
六
月
、
一
九
六
〇
年

一
一
月
、
一
九
六
二
年
一
二
月
、
一
九
六
五
年
七
月
で
あ
り
、
ま
さ

に
日
本
政
府
が
在
外
資
産
問
題
に
苦
慮
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。

日
本
側
は
世
論
の
高
ま
り
を
受
け
、「
特
別
取
極
」、
す
な
わ
ち
依
然

棚
上
げ
と
な
っ
て
い
た
在
台
湾
の
日
本
人
財
産
の
問
題
を
俎
上
に
あ

げ
て
、
解
決
を
目
指
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
、
台
湾
側
の
動
き
に
つ
い
て
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
檔

案
館
（
台
北
）
所
蔵
の
「
外
交
部
檔
案
」
を
も
と
に
確
認
し
て
お
き

た
〉
26
〈

い
。
一
九
五
二
年
六
月
か
ら
両
国
間
で
台
湾
人
軍
人
・
軍
属
の
名

簿
作
成
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
一
九
六
四
年
一
二
月
に
ほ
ぼ
完
成
し

た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
両
国
間
で
こ
の
名
簿
を
基
本
資
料

と
し
、
台
湾
人
の
日
本
政
府
に
対
す
る
補
償
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て

協
議
を
始
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
日
本
側
は
そ
の
範
囲
を
「
戦

死
者
」
に
限
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
特
別
取
極
」
に
含
め
て
交
渉
す

る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
台
湾
側
は
飽
く
ま
で
こ
の
補

償
は
人
道
的
見
地
か
ら
の
も
の
で
、「
特
別
取
極
」
の
範
疇
で
は
な
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い
と
し
、
そ
し
て
「
特
別
取
極
」
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
現
在
中
華

民
国
が
特
殊
な
状
況
下
に
あ
り
、
有
利
な
状
況
で
は
な
い
と
し
て
、

協
議
を
引
き
延
ば
す
よ
う
に
外
交
部
に
指
示
を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、「
特
別
取
極
」
の
交
渉
は
そ
の
ま
ま
七
年
後
の
日
中
共
同
宣
言

に
至
り
、「
終
了
」
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
側
が
台
湾
人
軍
人
・
軍
属
の
補
償
問
題
を

「
特
別
取
極
」
に
含
め
て
交
渉
す
る
、
す
な
わ
ち
在
台
湾
の
日
本

国
・
日
本
人
資
産
の
解
決
と
セ
ッ
ト
で
交
渉
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
苦
境
に
あ
っ
た
台
湾
政
府
が
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
な
く
、

交
渉
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
本
側
の
方
針

に
つ
い
て
は
、
次
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
竹
下
登
大
蔵
大
臣
（
当

時
）
の
答
弁
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

在
台
湾
の
残
置
財
産
、
こ
れ
は
日
本
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、

台
湾
人
元
日
本
軍
人
軍
属
の
戦
死
傷
補
償
請
求
等
の
請
求
権
問

題
と
は
一
連
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
台
湾
人
元
日
本
軍
人

軍
属
の
戦
死
者
等
に
つ
い
て
何
ら
か
の
救
済
措
置
を
講
じ
れ

ば
、
台
湾
に
残
置
し
た
財
産
の
補
償
問
題
を
ど
う
す
る
か
と
い

う
問
題
が
ご
ざ
い
ま
〉
27
〈

す
。

　
「
特
別
取
極
」
と
い
う
甚
だ
中
途
半
端
な
条
項
の
存
在
に
よ
り
、

台
湾
人
軍
人
・
軍
属
の
補
償
請
求
は
双
方
の
利
害
関
係
の
中
で
埋
も

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

㈡
　「
祖
国
」
に
警
戒
さ
れ
た
「
台
湾
人
」

　

上
述
の
政
府
間
の
交
渉
以
外
に
、
台
湾
人
（
本
省
人
）
に
よ
る
動

き
が
あ
っ
〉
28
〈

た
。
一
九
六
二
年
台
湾
省
議
員
郭
国
〉
29
〈

基
に
よ
っ
て
議
会
に

日
本
政
府
へ
台
湾
人
戦
死
者
に
対
す
る
補
償
を
請
求
す
る
内
容
の
提

案
が
な
さ
れ
た
。
議
決
さ
れ
た
が
、
日
華
平
和
条
約
第
三
条
に
抵
触

す
る
と
し
て
、
中
央
で
否
決
さ
れ
た
。
一
九
六
三
年
台
湾
省
議
会
議

員
黄
運
〉
30
〈

金
が
日
本
に
赴
い
た
際
、
日
本
政
府
の
担
当
か
ら
補
償
を
得

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
回
答
を
得
、
省
議
会
に
持
ち
帰
っ

た
。
九
月
の
議
会
で
「
賠
償
」
を
「
補
償
」
に
変
え
、
改
め
て
議
決

さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
中
央
の
回
答
に
関
す
る
資
料
は
現
在
の

と
こ
ろ
未
確
認
だ
が
、
上
述
の
よ
う
に
台
湾
政
府
内
部
で
は
補
償
請

求
に
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
承
認
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

ま
た
、こ
う
し
た
台
湾
人（
本
省
人
）の
補
償
請
求
の
動
き
に
つ
い

て
、台
湾
政
府
内
部
で
は
次
の
よ
う
な
意
見
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。

　

・
日
本
政
府
へ
の
「
補
償
」
請
求
に
よ
っ
て
、
日
本
の
教
育
を
受

け
た
台
湾
同
胞
は
日
本
を
懐
か
し
む
こ
と
に
な
る

　

・
我
国
政
府
が
日
本
に
「
補
償
」
を
請
求
す
る
こ
と
で
、
台
湾
人

の
心
が
買
わ
れ
て
し
ま
い
、
い
つ
の
日
か
日
本
の
議
員
た
ち
の

台
湾
領
土
へ
の
野
心
が
完
成
し
て
し
ま
う

　

・
一
人
二
万
元
の
補
償
は
三
〇
億
円
の
負
担
を
日
本
国
民
に
与

え
、
そ
れ
を
知
っ
た
日
本
の
左
翼
や
日
本
に
潜
む
中
共
に
宣
伝

さ
れ
て
し
ま
う
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・
十
万
人
に
及
ぶ
戦
死
者
遺
族
の
日
本
に
対
す
る
「
恨
み
」
が

「
親
近
感
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
〉
31
〈

う

　

他
に
も
、
台
湾
警
備
総
司
令
部
の
外
交
部
あ
て
の
文
書
で
も
次
の

よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
。

　
（
民
衆
の
動
向
と
し
て
）

　

・
琉
球
政
府
は
日
本
政
府
よ
り
十
数
年
前
に
補
償
を
受
け
た
の

に
、
我
々
の
政
府
は
民
衆
に
少
し
の
補
償
も
せ
ず
、
我
々
に
金

を
要
求
す
る
ば
か
り
。

　

・
徴
用
さ
れ
た
戦
死
者
は
一
万
五
千
か
ら
二
万
元
の
補
償
を
得
ら

れ
る
。
死
亡
証
明
が
無
く
て
も
得
ら
れ
る
。
日
本
人
は
台
湾
人

に
優
し
い
。

　
（
分
析
と
し
て
）

　

・
破
壊
分
子
郭
国
基
と
日
本
に
近
い
黄
運
金
の
提
案
の
動
機
は
何

か
。
中
日
関
係
の
悪
化
か
？　

日
本
の
指
示
を
受
け
て
の
行
動

か
？　

そ
の
他
の
政
治
陰
謀
か
？　

検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

・
本
案
が
成
功
す
れ
ば
、
提
案
し
た
二
名
の
省
議
会
議
員
が
感
謝

さ
れ
、
台
湾
同
胞
が
日
本
を
懐
か
し
み
、
日
本
人
に
感
謝
す
る

こ
と
に
な
る
。
も
し
失
敗
す
る
か
、
額
が
小
さ
い
場
合
、
台
湾

同
胞
、
特
に
遺
族
は
政
府
を
恨
む
だ
ろ
う
。

　

・
補
償
の
金
額
が
小
さ
い
と
政
府
の
力
の
無
さ
が
批
判
さ
れ
、
多

す
ぎ
る
と
問
題
が
生
ず
る
。
金
門
砲
戦
の
戦
死
者
に
は
一
人
一

万
四
千
元
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
日
本
か
ら
一
万
五
千
元
か
ら

二
万
元
の
補
償
金
が
出
さ
れ
る
と
、
台
湾
同
胞
に
日
本
の
為
に

戦
死
し
た
方
が
高
い
と
い
う
錯
覚
を
覚
え
て
し
ま
う
。

　
（
対
策
と
し
て
）

　

・
補
償
を
受
け
る
遺
族
が
我
政
府
を
感
謝
す
る
よ
う
な
方
法
を
と

る
こ
と

　

・
日
本
人
の
台
湾
同
胞
へ
の
迫
害
を
宣
伝
し
、
反
日
思
想
を
引
き

起
こ
す
こ
と

　

・
日
本
人
が
秘
密
裏
に
遺
族
と
連
絡
を
取
る
の
を
防
ぐ
こ
と

　

・
日
本
の
作
戦
で
戦
死
し
た
遺
族
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
慰
問
を

行
い
、
復
讐
心
を
あ
お
り
、
政
府
へ
の
求
心
力
を
高
め
ね
ば
な

ら
な
〉
32
〈
い
（
括
弧
内
は
筆
者
注
）

　

個
人
或
い
は
一
組
織
の
意
見
で
あ
り
、
台
湾
政
府
公
式
の
見
解
で

は
な
い
が
、
当
時
の
政
府
内
部
に
お
け
る
台
湾
人
が
日
本
と
連
携
す

る
こ
と
へ
の
警
戒
心
の
強
さ
が
わ
か
る
。
特
に
日
本
の
教
育
を
受
け

た
台
湾
人
へ
の
警
戒
ぶ
り
は
並
大
抵
で
は
な
く
、
当
時
の
台
湾
政
府

の
置
か
れ
た
内
外
で
の
微
妙
な
立
場
が
読
み
取
れ
る
。

　

台
湾
人
軍
人
・
軍
属
の
補
償
は
、
日
本
側
の
内
政
面
・
外
交
面
に

お
け
る
政
治
的
な
材
料
と
さ
れ
た
こ
と
、
台
湾
側
の
置
か
れ
た
当
時

の
情
勢
と
根
深
い
「
台
湾
人
」
に
対
す
る
警
戒
感
に
よ
り
、
元
来
念

頭
に
お
く
べ
き
彼
ら
に
対
す
る
道
義
的
責
任
は
わ
き
に
追
い
や
ら

れ
、
事
実
上
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
─
─
棄
て
ら
れ
た
台
湾
人

　

一
九
八
〇
年
代
末
冷
戦
崩
壊
と
と
も
に
よ
う
や
く
民
衆
の
声
が
表

面
化
し
、
日
本
政
府
に
対
し
中
国
、
韓
国
、
台
湾
等
の
元
軍
人
・
軍

属
や
被
害
者
個
人
か
ら
各
種
補
償
を
求
め
て
相
次
い
で
提
訴
が
な
さ

れ
た
。
台
湾
関
係
で
特
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
四
年
一
二
月

中
村
輝
夫
（
本
名
ス
ニ
ヨ
ン
）
さ
ん
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
モ
ロ
タ
イ

島
で
発
見
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
彼
に
帰
還
手
当
て

の
三
万
円
と
未
払
い
給
与
三
万
八
二
七
九
円
を
支
給
し
た
。
こ
の
対

応
に
日
本
の
世
論
が
反
応
し
、
閣
議
で
あ
わ
て
て
見
舞
金
二
百
万
円

を
支
給
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
台
湾
在
住
の
一

三
名
の
台
湾
人
元
日
本
兵
が
日
本
政
府
相
手
に
一
人
五
百
万
円
の
国

家
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
地
裁
、
高
裁
、
最
高
裁
の
い
ず
れ
も

請
求
棄
却
と
な
っ
た
。
し
か
し
一
九
八
五
年
八
月
の
東
京
高
裁
の

「
日
本
人
と
比
較
し
て
著
し
い
不
利
益
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
付

言
に
よ
り
、
一
九
八
七
年
「
台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に

対
す
る
弔
慰
金
等
に
関
す
る
法
律
」
及
び
翌
年
の
「
特
定
弔
慰
金
等

の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
遺
族
及
び
重
度
戦

傷
者
に
対
し
一
人
二
百
万
円
の
「
弔
慰
金
」（
見
舞
金
）
が
支
給
さ

れ
た
。
た
だ
し
、「
台
湾
住
民
」
に
限
ら
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇

年
六
月
に
朝
鮮
半
島
出
身
者
も
含
む
「
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
等
で

あ
る
戦
没
者
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」

が
制
定
さ
れ
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
一
人
二
六
〇
万
円
、
重
度
戦
傷

者
に
一
人
四
百
万
円
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
三
年
間
の
期

限
付
き
）。
こ
れ
は
日
本
国
籍
を
有
す
帰
化
者
に
も
適
用
さ
れ
た

が
、
結
果
二
名
の
申
請
が
あ
っ
た
の
み
だ
っ
た
。

　

戦
後
の
釈
放
請
求
で
は
「
日
本
人
」
と
し
て
棄
却
し
な
が
ら
、
恩

給
等
に
は
国
籍
、
戸
籍
条
項
が
つ
く
な
ど
、
き
め
細
か
い
補
償
が
与

え
ら
れ
た
日
本
人
と
は
異
な
り
、
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
こ
と
は
国
連
の
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会
か
ら
数
度
に
わ

た
り
指
摘
さ
れ
る
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
依
然
と
し
て
「
弔
慰
金
」
な

る
お
見
舞
い
を
期
限
付
き
で
支
給
し
た
程
度
で
あ
る
。

　

上
述
の
台
湾
人
戦
犯
の
赦
免
勧
告
に
お
い
て
日
本
政
府
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

彼
等
は
戦
争
中
日
本
軍
に
よ
り
強
制
的
に
徴
用
さ
れ
、
日
本

軍
の
命
に
よ
り
各
種
の
軍
務
に
服
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
爾
来

長
年
月
に
亘
り
遠
く
故
郷
を
離
れ
て
戦
地
及
び
収
容
所
に
苦
難

の
日
を
送
り
、
既
に
家
族
と
の
音
信
も
杜
絶
し
て
そ
の
生
死
す

ら
不
明
の
者
多
く
、
物
心
両
面
に
お
け
る
苦
悩
は
、
真
に
察
す

る
に
余
り
あ
る
も
の
あ
り
、
家
族
と
共
に
、
赦
免
の
日
を
一
日

千
秋
の
思
い
で
待
ち
侘
び
て
い
る
次
第
で
あ
〉
33
〈

る
。

　

当
時
の
台
湾
人
戦
犯
の
置
か
れ
た
厳
し
い
状
況
を
十
分
に
把
握

し
、
同
情
を
引
く
べ
く
そ
れ
を
も
っ
て
赦
免
勧
告
を
行
い
な
が
ら
、

一
方
で
法
律
を
盾
に
「
第
三
国
人
」
扱
い
を
徹
底
し
た
日
本
政
府
の

ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
は
驚
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
或
い
は
そ
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う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
政
治
的
な
背
景
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
は
改
め
て
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

　

台
湾
人
は
戦
犯
裁
判
で
「
日
本
人
」
と
し
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
、

漢
奸
追
求
で
「
中
国
人
」
と
し
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
、

平
和
条
約
で
戦
争
が
終
結
し
、
一
律
日
本
国
籍
が
喪
失
し
て
も
、「
日

本
人
」
と
し
て
の
責
任
は
消
え
な
か
っ
た
。
一
方
、「
日
本
人
」
と

し
て
の
庇
護
は
、
日
本
の
「
余
り
に
も
冷
た
く
、
余
り
に
も
見
事
な

法
解
釈
」﹇
林1988 : 140
﹈
に
よ
り
切
り
捨
て
ら
れ
た
。
彼
ら
は
「
日

本
人
」
の
戦
争
責
任
を
負
い
な
が
ら
、「
第
三
国
人
」
扱
い
を
さ
れ

る
と
い
う
不
条
理
極
ま
り
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
中
国
人
」
と
な
っ
て
も
、「
奴
隷
化
」
の
汚
名
は
消
え
る

こ
と
は
な
く
、
常
に
警
戒
の
対
象
で
あ
り
、
庇
護
の
対
象
に
は
な
り

得
な
か
っ
た
。
当
然
得
ら
れ
る
べ
き
補
償
に
つ
い
て
も
、
道
義
的
責

任
は
隅
に
追
い
や
ら
れ
た
。
補
償
問
題
は
日
本
側
に
と
っ
て
「
特
別

取
極
」
を
解
決
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
で
あ
り
、
台
湾
政
府
に
と
っ

て
は
「
特
別
取
極
」
に
触
れ
て
し
ま
う
（
つ
ま
り
台
湾
に
お
け
る
日

本
人
財
産
の
返
還
請
求
に
つ
な
が
る
）、
台
湾
人
と
日
本
を
つ
な
げ

て
し
ま
う
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
補
償
は
双
方
の
政
治
的
な

思
惑
の
中
で
完
全
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
彼
ら
は
事
実
上
「
棄
て
ら

れ
た
」
の
で
あ
る
。

〔
付
記
〕　

本
論
文
は
科
研
費
「
若
手
研
究
Ｂ
」「
対
日
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁

判
に
お
け
る
台
湾
人
戦
犯
の
研
究
│
│
中
英
仏
豪
の
戦
犯
裁
判
を
中

心
に
」（
課
題
番
号23720356

）
の
助
成
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

注〈
1
〉 

卑
見
の
限
り
で
は
実
際
に
漢
奸
と
し
て
判
決
或
い
は
刑
の
執
行

に
至
っ
た
ケ
ー
ス
は
確
認
で
き
な
い
。
逮
捕
、
拘
留
、
起
訴
、
審
理

ま
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
戦
犯
裁
判
に
移
管
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
た
だ
、
当
時
大
陸
に
お
い
て
台
湾
人
は
「
漢
奸
」
視

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
事
実
上
漢
奸
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

〈
2
〉 

国
立
公
文
書
館
﹇
法
務1 1  4 B23 -5873

﹈「
戦
争
裁
判
参
考
資

料
」
所
収
、「
戦
犯
に
つ
い
て
」（
一
九
五
三
年
一
月
）（
筆
者
注
＝

法
務
省
保
護
局
特
別
調
査
課
長
に
よ
る
全
国
保
護
観
察
官
の
研
修
の

際
の
講
演
要
旨
）。

〈
3
〉 

国
立
公
文
書
館
﹇
法
務1 1  4 B24 -6752

﹈「
人
身
保
護
法
に
よ

る
釈
放
請
求
事
件
」
所
収
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
「
最

高
裁
昭
和
二
七
年（
マ
）第
七
九
号
裁
判
記
録
写
（
人
身
保
護
法
に
よ

る
釈
放
請
求
事
件
）」
を
参
照
。

〈
4
〉 

同
右
。

〈
5
〉 

同
右
。

〈
6
〉 

外
交
史
料
館
﹇D

1 -3 -0 -3 -1 -2 -2

﹈「
講
和
条
約
発
効
後
に
お

け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件　

各
国
ノ
態
度
並
び
に
措
置
関
係　

英
連
邦
諸
国
ノ
部　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
第
四
巻
所
収
、
中
央
厚
生

保
護
審
査
会
委
員
長
土
田
豊
「
赦
免
勧
告
に
関
す
る
決
定
書
」（
一

九
五
三
年
八
月
二
九
日
）。
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〈
7
〉 

外
交
史
料
館
﹇D

1 -3 -0 -3 -1 -2 -2

﹈「
講
和
条
約
発
効
後
に
お

け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件　

各
国
ノ
態
度
並
び
に
措
置
関
係　

英
連
邦
諸
国
ノ
部　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
第
四
巻
所
収
、
ア
ジ
ア
局

第
二
課
「
マ
ヌ
ス
島
関
係
台
湾
省
籍
人
戦
犯
に
関
し
孫
書
記
官
来
訪

の
件
」（
一
九
五
三
年
九
月
一
日
）。

〈
8
〉 

外
交
史
料
館
﹇D

1 -3 -0 -3 -1 -2 -2

﹈「
講
和
条
約
発
効
後
に
お

け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件　

各
国
ノ
態
度
並
び
に
措
置
関
係　

英
連
邦
諸
国
ノ
部　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
第
四
巻
所
収
、
外
務
省
↓

在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
西
大
使
「
マ
ヌ
ス
島
よ
り
移
管
さ
れ
た
台
湾
出

身
戦
争
犯
罪
者
に
つ
い
て
の
赦
免
勧
告
の
件
」（
一
九
五
三
年
九
月

二
四
日
）。

〈
9
〉 

外
交
史
料
館
﹇D

1 -3 -0 -3 -1 -2 -2
﹈「
講
和
条
約
発
効
後
に
お

け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件　

各
国
ノ
態
度
並
び
に
措
置
関
係　

英
連
邦
諸
国
ノ
部　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
第
五
巻
所
収
、
同
右
在

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
特
命
全
権
大
使
西
春
彦
↓
外
務
大
臣
岡
崎
勝
男

「
ワ
ッ
ト
次
官
と
の
会
談
報
告
に
関
す
る
件
」（
一
九
五
三
年
一
二
月

一
六
日
）。

〈
10
〉 

外
交
史
料
館
﹇D
1 -3 -0 -3

﹈「
講
和
条
約
発
効
後
に
お
け
る
本

邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件
」
第
一
巻
所
収
、
厚
生
事
務
官
豊
田
隈
雄

「
所
謂
「
戦
犯
」
の
釈
放
、
減
刑
に
対
す
る
一
般
勧
告
の
重
要
緊
急

性
に
就
い
て
の
意
見
」（
一
九
五
二
年
六
月
）。

〈
11
〉 

同
右
。

〈
12
〉 

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
弔
慰
金
な
ど
の
内
容
を
含
ん
だ
。
本

論
中
の
各
種
法
令
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
に
よ
る
「
法
令
デ
ー
タ
提

供
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
る
（http://law.e-gov.go.jp/

）。

〈
13
〉 

同
法
が
一
九
五
二
年
四
月
一
日
に
遡
り
適
用
さ
れ
た
。
彼
ら
が

「
日
本
国
籍
」
を
喪
失
す
る
の
は
四
月
二
八
日
な
の
で
、
そ
の
ま
ま

適
用
す
る
と
台
湾
人
、
朝
鮮
人
も
対
象
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
戸
籍

法
を
持
ち
出
し
、
適
用
は
「
内
地
戸
籍
」
を
有
す
る
者
に
限
定
し

た
。
植
民
統
治
下
で
日
本
人
は
「
内
地
戸
籍
」
と
「
台
湾
戸
籍
」

「
朝
鮮
戸
籍
」
に
分
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

〈
14
〉 

一
九
九
七
年
段
階
で
関
連
の
国
庫
支
出
が
累
計
四
四
兆
円
、
一

九
九
七
年
度
で
一
兆
七
六
〇
〇
億
円
、
ピ
ー
ク
時
（
一
九
八
七
年

度
）
で
一
兆
九
八
四
八
億
円
と
な
っ
て
い
る
﹇
田
中2003

﹈。

〈
15
〉 

外
交
史
料
館
﹇D

1 -3 -0 -3 -1 -2 -2

﹈「
講
和
条
約
発
効
後
に
お

け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件　

各
国
ノ
態
度
並
び
に
措
置
関
係　

英
連
邦
諸
国
ノ
部　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
第
四
巻
所
収
、
中
央
厚
生

保
護
審
査
会
委
員
長
土
田
豊
「
赦
免
勧
告
に
関
す
る
決
定
書
」（
一

九
五
三
年
八
月
二
九
日
）。

〈
16
〉 

国
立
公
文
書
館
﹇
法
務1 1  4 A

18 -1831

﹈「
第
三
国
人
（
韓
国
、

台
湾
）
戦
犯
者
釈
放
問
題
、
戦
犯
者
援
護
問
題
関
係
書
類
」
所
収
、

「
出
所
し
て
日
本
に
居
住
し
て
い
る
者
（
五
〇
名
）
の
生
活
近
況
」。

〈
17
〉 

同
右
。

〈
18
〉 

同
右
。

〈
19
〉 

同
右
。

〈
20
〉 

中
野
友
和
寮
（
中
野
区
）、
村
山
友
和
寮
（
東
村
山
）、
大
和
友

和
寮
（
埼
玉
大
和
町
）
が
用
意
さ
れ
た
。

〈
21
〉 
以
上
、
釈
放
に
関
す
る
巣
鴨
で
の
動
き
に
つ
い
て
は
、﹇
法
務

1 1  4 A
18 -1831

﹈「
第
三
国
人
（
韓
国
、
台
湾
）
戦
犯
者
釈
放
問
題
、

戦
犯
者
援
護
問
題
関
係
書
類
」
所
収
、「
出
所
し
て
日
本
に
居
住
し
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て
い
る
者
（
五
〇
名
）
の
生
活
近
況
」
を
参
照
し
た
。

〈
22
〉 

ペ
ン
ギ
ン
自
動
車
株
式
会
社
、
同
進
自
動
車
株
式
会
社
。

〈
23
〉 
国
立
公
文
書
館
﹇
内
閣
官
房1 5  4 E

6 -20

﹈「
昭
和
四
十
二
年

閣
審
（
二
）
決
裁
文
書
綴
」
所
収
、
台
湾
出
身
戦
犯
者
同
志
会
「
要

請
書
」（
一
九
六
七
年
一
〇
月
二
三
日
受
付
）。

〈
24
〉 

国
立
公
文
書
館
﹇
内
閣
官
房1 5  4 E

6 -20

﹈「
昭
和
四
十
二
年

閣
審（
二
）決
裁
文
書
綴
」
所
収
、
内
閣
参
議
室
「
在
日
第
三
国
人
元

戦
犯
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
（
案
）」（
一
九
六
三
年
七
月
一
日
）。

〈
25
〉 

内
閣
総
理
大
臣
佐
藤
榮
作
「
衆
議
院
議
員
鹿
野
彦
吉
君
提
出
台

湾
に
お
け
る
日
本
国
民
の
私
有
財
産
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書
」（
一
九
七
一
年
七
月
二
七
日
）﹇
内
閣
衆
質
六
六
第
一
号
﹈

（http://w
w

w.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsum
ona.nsf/htm

l/
shitsum

on/b066001 .htm

、
二
〇
一
六
年
五
月
一
〇
日
最
終
ア
ク
セ

ス
）。

〈
26
〉 

外
交
部
檔
案
﹇11 -E

A
P-002237

﹈、
外
交
部
亜
太
司
か
ら
行

政
院
秘
書
処
へ
の
文
書
「（
密
）」（
筆
者
注
＝
秘
密
文
書
、
タ
イ
ト

ル
な
し
）（
一
九
六
五
年
八
月
四
日
）。
同
右
、
外
交
部
亜
太
司
か
ら

駐
日
大
使
館
へ
の
至
急
文
書
「（
密
）」（
筆
者
注
＝
秘
密
文
書
、
タ

イ
ト
ル
な
し
）（
一
九
六
五
年
九
月
一
日
）。
同
右
、
外
交
部
亜
太
司

か
ら
台
湾
省
政
府
へ
の
「（
密
）」（
筆
者
注
＝
秘
密
文
書
、
タ
イ
ト

ル
な
し
）（
一
九
六
四
年
一
〇
月
二
二
日
）。
外
交
部
檔
案
﹇11 -

E
A

P-002238

﹈、
外
交
部
亜
太
司
か
ら
外
交
部
次
長
へ
の
伺
い
「（
極

機
密
）」（
筆
者
注
＝
秘
密
文
書
、
タ
イ
ト
ル
な
し
）（
一
九
六
五
年

四
月
二
九
日
）。

〈
27
〉 

三
浦
隆
委
員
質
問
↓
竹
下
登
国
務
大
臣
答
弁
、
一
九
八
三
年
三

月
三
日
第
九
八
回
衆
議
院
国
会
予
算
委
員
会
第
一
六
号
（
国
会
会
議

録
検
索
シ
ス
テ
ムhttp://kokkai.ndl.go.jp/

、
二
〇
一
六
年
五
月
二

〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）。

〈
28
〉 

外
交
部
檔
案
﹇11 -E

A
P-002237

﹈、
謝
耿
民
↓
外
交
部
長
沈

昌
煥
「
為
検
送
党
員
社
調
報
告
「
我
国
政
府
要
求
日
本
政
府
対
世
界

二
次
大
戦
時
征
召
台
籍
青
年
之
死
亡
家
属
賠（
補
）償
案
」
請
査
照

由
」（
一
九
六
六
年
二
月
二
日
）
の
添
付
資
料
「
我
国
政
府
要
求
日

本
政
府
対
世
界
二
次
大
戦
時
征
召
台
籍
青
年
之
死
亡
家
属
賠（
補
）償

案
」（
日
付
、
作
者
不
明
）。
外
交
部
檔
案
﹇11 -E

A
P-002238

﹈、
台

湾
警
備
総
司
令
部
総
司
令
陳
大
慶
↓
外
交
部
「
函
送
第
二
次
大
戦
期

間
日
本
徴
僱
台
籍
青
年
死
亡
失
蹤
補
償
案
」（
一
九
六
五
年
五
月
八

日
）
の
添
付
資
料
「
第
二
次
大
戦
期
間
日
本
徴
僱
台
籍
青
年
死
亡
失

蹤
補
償
案
調
査
報
告
」（
一
九
六
五
年
三
月
二
五
日
作
成
、
作
成
者

不
明
）。

〈
29
〉 

一
九
〇
〇－

一
九
七
〇
。
明
治
大
学
法
学
部
卒
、
台
湾
省
議
会

議
員
、
立
法
委
員
な
ど
を
歴
任
。
日
本
統
治
時
代
に
は
特
高
に
検
挙

さ
れ
、
戦
後
は
「
二
二
八
事
件
」
で
逮
捕
さ
れ
た
。

〈
30
〉 

一
八
九
八－

一
九
九
六
。
日
本
統
治
時
代
に
弁
護
士
資
格
を
取

得
。
戦
後
は
台
湾
省
議
会
議
員
等
を
歴
任
。

〈
31
〉 

外
交
部
檔
案
﹇11 -E

A
P-002237

﹈、
謝
耿
民
↓
外
交
部
長
沈

昌
煥
「
為
検
送
党
員
社
調
報
告
「
我
国
政
府
要
求
日
本
政
府
対
世
界

二
次
大
戦
時
征
召
台
籍
青
年
之
死
亡
家
属
賠（
補
）償
案
」
調
査
照

由
」（
一
九
六
六
年
二
月
二
日
）
の
添
付
資
料
「
我
国
政
府
要
求
日

本
政
府
対
世
界
二
次
大
戦
時
征
召
台
籍
青
年
之
死
亡
家
属
賠（
補
）償

案
」（
日
付
、
作
者
不
明
）
よ
り
抜
粋
。
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〈
32
〉 

外
交
部
檔
案
﹇11 -E

A
P-002238

﹈、
台
湾
警
備
総
司
令
部
総

司
令
陳
大
慶
↓
外
交
部
「
函
送
第
二
次
大
戦
期
間
日
本
徴
僱
台
籍
青

年
死
亡
失
蹤
補
償
案
」（
一
九
六
五
年
五
月
八
日
）
の
添
付
資
料

「
第
二
次
大
戦
期
間
日
本
徴
僱
台
籍
青
年
死
亡
失
蹤
補
償
案
調
査
報

告
」（
一
九
六
五
年
三
月
二
五
日
作
成
、
作
成
者
不
明
）
よ
り
抜
粋
。

〈
33
〉 

外
交
史
料
館
﹇D

1 -3 -0 -3 -1 -2 -2

﹈「
講
和
条
約
発
効
後
に
お

け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件　

各
国
ノ
態
度
並
び
に
措
置
関
係　

英
連
邦
諸
国
ノ
部　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
第
四
巻
所
収
、
中
央
厚
生

保
護
審
査
会
委
員
長
土
田
豊
「
赦
免
勧
告
に
関
す
る
決
定
書
」（
一

九
五
三
年
八
月
二
九
日
）。
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